在キューバ日本国大使館

草の根・人間の安全保障無償資金協力

外部委嘱員募集について（留意事項等）
１．委嘱開始時期（予定）
２０１０年６月中旬

２．草の根・人間の安全保障無償資金協力の重点分野
　　　農業、環境、教育、保健
３．委嘱業務

（１）案件の形成に係る調査、事前調査
（２）贈与契約の署名式、供与式のアレンジ

（３）報告書等の文書の取り付け

（４）実施状況モニタリング、フォローアップ

（５）案件監理、報告書の作成等

４．期待される語学力
　　　スペイン語。案件形成のためにキューバ人と十分なコミュニケーションを取ることが出来るレベルが期待されます。

５．期待される専門知識及び関心事項

（１）スペイン語以外には特定の専門知識は要しませんが、途上国での社会通念と照らし合わせてプロジェクトの是非を客観的に評価する見識と、一定の事務処理能力（要請案件の見積をチェックできる程度）が期待されます。

（２）キューバは社会主義国家でもあり、外部委嘱員には任国の事情を客観的に把握し、バランスのとれた視点で日本の立場に立ってプロジェクトマネージメントができる人材が期待されます。
（了）
3

